
作業機を装着したトラクタにつづいてけん引式農作業機が道路運

送車両法上の小型・大型特殊自動車「農耕作業用トレーラ」に位置付

けられ，公道走行が可能となりました。農耕作業用トレーラをけん引

する農耕トラクタで公道を走行するために必要な具体的な対応方法

を説明させていただきます。

生産者のみなさんだけでなく，メーカーやディーラー，JA，普及セン

ター，市町村の皆さんが使用者である生産者からの問い合わせに応

えることを想定しながらお話ししていきたいと思います。
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すべての直装式作業機が対象となります。一方でいわゆるすべて

のけん引式作業機が走行できるのでしょうか。種類による区別はあり

ませんが，保安基準や構造要件等，一定条件を満たすものが道路運

送車両法の中で大型・小型特殊自動車に分類される「農耕作業用ト

レーラ」として新たに位置づけられ，公道走行が可能になったのです。

農耕トラクタと一体の構造として扱われる直装式作業機と「農耕作業

用トレーラ」には異なる点があります。それは農耕トラクタと一体のも

のと見ず，別の車両として扱われることです。

農耕作業用トレーラをけん引できるの農耕トラクタのみで，他の車

両でけん引してはいけません。

また，積載する場合は農耕作業に必要な物品に限られます。



基準の緩和認定を受けるために確保すべき制限事項は大きく分け

て3点あります。

作業機を付けた場合も灯火類が見えるようにすること，走行時の安

定性を確保すること，操舵輪の分担荷重のバランスを確保すること，

いずれも安全に安定走行をするために不可欠な事柄です。
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まず，図に見えるようにトラクタの灯火器類は乗用車と同様なもの

が取り付けられており，それぞれについて保安適合基準が定められ

ています。
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作業機を装着した場合，まず，トラクタについている灯火類が隠れ

て見えなくなっていないかを確認してください。やり方は作業機を走行

するときの高さまで持ち上げて少し離れて前後から見れば良いです。

見えない場合には，作業機のこれからお話しする位置に灯火類を追

加する必要があります。



ヘッドランプ，車幅灯，テールランプ，反射器，ブレーキランプ，バッ

クランプ，ウインカーなどについてそれぞれ性能や灯火の色，個数な

どが細かく規定されています。
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灯火類を取り付けるべき位置についての規定を整理してみると，

バックランプとライセンスランプ以外はすべて最外側から40cm以内と

されています。どこからどこまでが40cmかというと，それぞれの灯火

器の外縁，つまり，一番外側と作業機の最外側との距離がということ

です。
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灯火器が隠れる場合は方向指示器や尾灯，ブレーキランプ，車幅

灯，後退灯などを作業機に新たに付ける必要があります。
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トラクタの灯火が見えない場合の対応キットのイメージです。このよ

うなコンビネーションランプや反射器が市販されています。

トラクタや作業機のメーカ，部品ディーラ，JAなどに問い合わせてく

ださい。
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それではトラクタのすべての灯火器が見えていることを確認をした

場合の対応方法を確認していきます。

作業機を付けても見える場合，作業機の最外側とトラクタの灯火器

との距離が40cmを超えるかどうかで対応が異なります。

40cm以内に収まっていれば灯火を追加する必要はありません。

灯火類のうち，一つでも40cmを超えると反射器と制限標識を取り付

ける必要があります。
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農作業機の中には幅が2.5mの規定を超えるものも多くあります。こ

の場合は前後から作業機の幅が分かるように外側表示板という赤白

の大きなゼブラマークを取り付ける必要があります。

さらに，制限標識という逆正三角形のマークと作業機を装着した時

の全幅を表示する必要があります。

また，作業機の幅が2.5mを超える場合はこれに合わせて作業機の

前には白色，後ろには赤色のランプを可能な限り外側に取り付ける

必要があります。ランプはトラクタのヘッドランプ，車幅灯，テールラン

プと連動させなければなりません。
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これがそのイメージです。

トラクタの灯火類は作業機で見えてはいるのですが，作業機の最外

側までの距離が40cmを超えているので前後にランプ，後ろに赤色の

反射器をつけるとともに外側表示板をカタカナのハの字になるように

とりつけます。

さらに全幅が2.5mを超えているので後ろから見えやすい位置に制

限標識をつけ，作業機の実際の幅を文字で表示します。

ウインカー，テールランプは見えているので追加はいりませんが，

後退灯が隠れていますので付け替えるか新たに追加する必要があり

ます。
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後退灯，バックランプの装着は緩和されていません。作業機に隠

れて見えなくなる場合は他の灯火が見える場合であっても所定の位

置に移すか新たに取り付ける必要がありますが，取付高さの基準が

緩和されたので，見える範囲でなるべく低い位置に取り付ければよい

ことになりました。

13



灯火器類や外側表示板の装備例です。

これらはEUの製品で，北海道輸入されているものもあると思います。

公道走行することを前提に出荷されています。
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幅が規定を超えていなくてもトラクタの灯火が隠れる場合には灯火

類が装備されています。
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輸入機の中には作業時には3mを超えるものでも，移動時には折り

たたんで3m以内に収まるようにできているものが多いのです。
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播種機です。ユニットが沢山あって，折りたたんでもユニットが横に

はみ出します。移動する前にユニットだけ中央にスライドさせて外側

表示板の内側収め，ツールバーを折りたたむようになっています。
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つぎに安定性です。

安定性は機体を横に傾けたとき，転倒しない角度の最大値で表し，

保安基準では30度または35度とされています。

トラクタに作業機を付けると重量が転移してこの値が変わります。こ

の値はトラクタと作業機の組み合わせで決まりますが，安定性が確

認できない場合は速度を15km/h以下で走行することで安全を確保し，

制限を受けていることを作業機の後ろに表示することになります。こ

の場合も運転席に表示が必要です。

実験によって安定性が確認された作業機については緩和を受ける

必要がないので速度制限はありません。。確認できた組み合わせは

日農工のホームページで公表されます。現在のところ，国産トラク

ターと純正のロータリの組み合わせが掲載されています。

今後，確認できたものから順次公開されます。
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安定走行を確保する上で車輪に係る荷重のバランスも重要です。

基準では操舵輪に総重量の20％以上の荷重がかかっていることとさ

れています。

保安基準を満たしたトラクターであっても写真のように後ろに作業機

を付けると重量が後輪に転移して前が軽くなりますので，フロントウエ

イトなどでその分を補ってバランスを良くして走行する必要があります。
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農作業用トレーラをけん引する場合，

具体的に対応すべきことは3つあります。

灯火器や反射器などの保安装置を装備する事，作業機の幅が基準

を超えた場合，その幅をわかるようにすること，制動装置がない場合

や，安定性が確認できないときは制限速度以下で走行し，そのことを

表示することです。
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直装作業機とは異なり，トラクタとは別の車両なのでトラクタの灯火

装置が見えるかどうかに無関係に灯火類が必要です。

図に見えるように灯火器類はトラクタと同様なものが取り付けられて

おり，それぞれについて保安適合基準が定められています。
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灯火装置毎の視認性確認位置を示します。灯火装置は道路運送

車両法の中で視認性の確認位置，取付位置，色や光源の大きさ，装

置の面積などの基準値が詳細に定められています。

今後の製品については基準を満たすようにメーカーが必要に応じて

装備しますが，既販機への対応を実施する場合は対応キットが販売

されていますので，販売店などにご相談ください。



全幅が2.5mを超える場合の表示イメージです。

外側表示板をカタカナのハの字のように見えるようにとりつけます。

さらに全幅が2.5mを超えているので後ろから見えやすい位置に制

限標識をつけ，作業機の実際の幅を文字で表示します。
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制限標識などの表示箇所の実例を図で示します。

24



これらの他にも農耕作業用トレーラの安定性，制動装置，けん引す

る農耕トラクタに関して制限標識を受ける場面があります。
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まず，安定性です。

安定性は農耕作業用トレーラを横に傾けたとき，転倒しない角度の

最大値で表し，保安基準では30度または35度とされています。

安定性が確認できない場合は速度を15km/h以下で走行することで

安全を確保し，制限を受けていることを作業機の後ろに表示すること

になります。この場合トラクタの運転席にも表示が必要です。
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つぎに制動装置と制動性能です。

制動装置のついていない農耕作業用トレーラをけん引して走行する

時は運行速度を時速15キロメートル以下とし，農耕作業用トレーラの

後面に運行速度の制限と緩和を受けて走行していることを示す制限

表紙を表示します。けん引するトラクタの運転席と後面にけん引時運

行速度を表示することも同時に必要となります。
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最後に車両総重量が7トンを超える農耕トラクタでけん引する場合

についてです。

車両総重量が7トンを超える農耕トラクタでけん引走行をする際には

ABSの整備が求められていますが，今回の一括公示緩和によって未

整備であっても走行が可能になりました。ただし，運行速度は毎時15

キロメートル以下とし，制限速度と制限標識の表示が必要となります。
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農耕作業用トレーラをけん引して安全に公道を走行する上で満たす

必要のあることが他にもあります。

一つは直装式作業機でも求められたことですが，操舵輪に掛かる

荷重を総重量の20％以上確保することです。

けん引ヒッチに荷重がかかるとその分後輪荷重が増え，操舵輪の

荷重が減りますので，必要に応じてフロントウェイトを追加するなどし

て，分担荷重が20％になるよう調整して走行します。
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もう一つはセーフティチェーンなどを装備して，万が一走行中にけ

ん引装置が外れた場合に備える必要があることです。ワイヤーを装

備する例もあります。チェーン等が外れないようにネジなどで止めて

おき必要があります。
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制限標識などの表示はこのようになります。

これらは作業機の後ろから見えやすい位置に表示するよう定めら

れています。運転席に制限標識は要りませんが，幅や速度を表示す

る必要があります。

制限標識の入手先はJAなどに問い合わせてください。
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反射器，灯火器，外側表示板のイメージです。反射器などはシー

ル状のものもあります。後面の反射器は直装式と違い，正立正三角

形のものを使うことになっています。それぞれ性能が規定に合うもの

が市販されています。
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灯火類の対応キットのイメージです。このようなコンビネーションラ

ンプや反射器が市販されています。

トラクタや作業機のメーカ，部品ディーラ，JAなどに問い合わせてく

ださい。
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海外の展示会で見た灯火器類や外側表示板の装備例です。

これらはEUの製品で，北海道輸入されているものもあると思います。

公道走行することを前提に出荷されています。
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小型特殊自動車で全幅が2.5m，全高3.8m，全長が12mを超えない

ものであれば後で説明する一定の条件を満たせば公道が走行できま

す。
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さらに大型特殊トラクタで一般的な大きさの農耕作業用トレーラを

けん引する場合には運輸支局で検査登録が必要となります。

長さが12m，高さが3.8mを超える，オーバーハングなどの基準を超過

する場合には検査登録の他，地方運輸局長から個別の基準緩和を

受ける，道路管理者から特殊車両通行許可を受けるなどの必要があ

ります。
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以上，ご理解いただけたでしょうか。

本日紹介した情報は日本農業機械工業会のhpに掲載されています

ので，是非一度ご覧ください。
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道路運送車両法の保安基準は公共財産である道路を使用する

様々な車両が互いに安全に走行する上で最低限のルールとして規

定されています。

規定を守ることで絶対的な安全が保障されるものではありませんが，

他の車両といつ遭遇するか予測はできません。低速車側からは相手

が見えていても，相手側から見えにくい状態では事故を誘発しかねな

いのです。これまでも装備が提唱されてきた低速車マークは夜間視

認性が高く，有効な安全標識として今後も活用していくことが望まれ

ます。

ご清聴ありがとうございました。
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